
 

船舶事故調査報告書 

令和元年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年３月２５日 ０２時５５分ごろ 

発生場所 愛知県南知多町日間賀
ひ ま か

島西方沖  

 角
かど

石灯標から真方位０９５°１１２ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.３′ 東経１３６°５９.３′） 

事故の概要 引船鳥羽
と ば

丸は、台船をえい
．．

航して北北東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年４月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 鳥羽丸、７４トン 

１３５６５４、株式会社 K’sマリンサービス 

Ｂ 台船 （船名なし）、１５７トン（長さ３０ｍ） 

  なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士Ａ、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷、右舷プロペラ翼に欠損及び曲損、右舷舵板に

曲損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び航海士Ａほか２人が乗り組み、Ａ船の船尾部にＢ

船をえい
．．

航索で繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成

して北北東進中、航海士Ａが、単独で船橋当直につき、羽島灯標とそ

の北東方に位置する角石灯標の間を通航していると思い、航行を続け

ていたところ、角石灯標東方付近の浅所（以下「本件浅所」とい

う。）に乗り揚げた。 

航海士Ａは、夜間に日間賀島西方沖を航行するのが初めてで灯標の

灯質を確認しておらず、目視のみで航行していたので、見えた灯光を

羽島灯標の灯光と思っていたが、角石灯標の灯光であったことを本事

故後に知った。 

Ａ船の喫水は、船首約２ｍ、船尾約３ｍであった。 

分析  

 

Ａ船引船列は、北北東進中、航海士Ａが、船位の確認を適切に行っ

ておらず、角石灯標の灯光を羽島灯標の灯光と思って航行を続けたこ

とから、Ａ船が本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が北北東進中、航海士Ａが、船位の確

認を適切に行っておらず、角石灯標の灯光を羽島灯標の灯光と思って



 

航行を続けたため、Ａ船が本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、慣れていない海域を航行する場合、ＧＰＳプロッターを活

用して船位の確認を適切に行うこと。 

 ・事前に航路標識の灯質を確かめておくこと。 

 


